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＜＜＜新旧対照表＞＞＞ 

○都市計画自由通路多治見駅南北連絡線監視カメラの設置及び運用に関する要綱（平成22年12月24日

告示第236号）の一部を改正する告示新旧対照表 

部署名：道路河川課 

 

 

新 旧 

○都市計画自由通路多治見駅南北連絡線等監

視カメラの設置及び運用に関する要綱 

○都市計画自由通路多治見駅南北連絡線 監

視カメラの設置及び運用に関する要綱 

平成22年12月24日告示第236号 平成22年12月24日告示第236号 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この要綱は、本市が都市計画自由通路多

治見駅南北連絡線              

及び多治見市本町１丁目地内及び多治見市音羽

町２丁目地内に設置する駅南ペデストリアンデ

ッキ（別図に表示する部分に限る。）（以下「南

北連絡線等」という。）に設置する監視カメラ

の運用について必要な事項を定めるものとす

る。 

第１条 この要綱は、本市が都市計画自由通路多

治見駅南北連絡線（以下「連絡線」という。）     

                                           

                      

                      

           に設置する監視カメラ

の運用について必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用

語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(１) 監視カメラ 次条の目的達成のため市長

が設置するカメラをいう。 

(１) 監視カメラ 次条の目的達成のため市長

が設置するカメラをいう。 

(２) 画像 監視カメラにより記録された画像

をいう。 

(２) 画像 監視カメラにより記録された画像

をいう。 

(３) 記録媒体 磁気テープ、ハードディスク、

メモリーカード等監視カメラで撮影した画像

を記録する媒体をいう。 

(３) 記録媒体 磁気テープ、ハードディスク、

メモリーカード等監視カメラで撮影した画像

を記録する媒体をいう。 

(４) 設置箇所 南北連絡線等において監視カ

メラを設置する場所をいう。 

(４) 設置箇所   連絡線 において監視カ

メラを設置する場所をいう。 

(５) 監視ポイント 監視カメラにより撮影さ

れる空間をいう。 

(５) 監視ポイント 監視カメラにより撮影さ

れる空間をいう。 

（設置目的） （設置目的） 

第３条 監視カメラは、南北連絡線等内において

設備、機器、展示物及びそれらを含む空間の監

視を行うことにより、犯罪の未然防止及び南北

連絡線等内の安全性を図り、市民が安心・安全

に利用できることを目的として設置する。 

第３条 監視カメラは、  連絡線 内において

設備、機器、展示物及びそれらを含む空間の監

視を行うことにより、犯罪の未然防止及び     

連絡線 内の安全性を図り、市民が安心・安全

に利用できることを目的として設置する。 

（管理責任者及び操作指定者） （管理責任者及び操作指定者） 

第４条 市長は、監視カメラの適正な設置及び画

像の適正な管理を図るため、管理責任者及び操

作指定者を置く。 

第４条 市長は、監視カメラの適正な設置及び画

像の適正な管理を図るため、管理責任者及び操

作指定者を置く。 

２ 管理責任者は、南北連絡線等の管理を担当す

る課等の長とする。 

２ 管理責任者は、  連絡線 の管理を担当す

る課等の長とする。 

３ 操作指定者は、管理責任者が定めた者とする。 ３ 操作指定者は、管理責任者が定めた者とする。 

４ 操作指定者は、管理責任者の指示を受けて監

視カメラの運用に関し必要な事務を行う。 

４ 操作指定者は、管理責任者の指示を受けて監

視カメラの運用に関し必要な事務を行う。 
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（監視ポイントの選定等） （監視ポイントの選定等） 

第５条 監視ポイントについては、次の各号に定

めるところによる。 

第５条 監視ポイントについては、次の各号に定

めるところによる。 

(１) 南北連絡線等に設置されるエレベーター

及びエスカレーター、南北連絡線等壁面に設

置される展示ケース並びにこれらを含む南北

連絡線等の空間 

(１)   連絡線 に設置されるエレベーター

及びエスカレーター、  連絡線 壁面に設

置される展示ケース並びにこれらを含む   

連絡線 の空間 

(２) 南北連絡線等に設置されるエレベーター

内部 

(２)   連絡線 に設置されるエレベーター

内部 

２ 管理責任者は、設置箇所を選定したときは、

設置箇所管理簿（別記様式）を作成しなければ

ならない。 

２ 管理責任者は、設置箇所を選定したときは、

設置箇所管理簿（別記様式）を作成しなければ

ならない。 

３ 市長は、監視カメラの設置を周知するため、

設置箇所付近に監視中である旨を示した表示板

等を設置する。 

３ 市長は、監視カメラの設置を周知するため、

設置箇所付近に監視中である旨を示した表示板

等を設置する。 

（画像の利用及び外部への提供） （画像の利用及び外部への提供） 

第６条 管理責任者は、多治見市個人情報保護条

例（平成８年条例第25号。以下「条例」という。）

第９条第２項各号に該当する場合（警察機関へ

の通報等の資料として利用する場合を含む。）

を除き、画像及び画像を収録した記録媒体（以

下「画像記録」という。）の監視カメラの設置

目的以外の利用又は外部への提供（以下「目的

外利用等」という。）を行ってはならない。 

第６条 管理責任者は、多治見市個人情報保護条

例（平成８年条例第25号。以下「条例」という。）

第９条第２項各号に該当する場合（警察機関へ

の通報等の資料として利用する場合を含む。）

を除き、画像及び画像を収録した記録媒体（以

下「画像記録」という。）の監視カメラの設置

目的以外の利用又は外部への提供（以下「目的

外利用等」という。）を行ってはならない。 

２ 管理責任者は、画像記録の目的外利用等を行

ったときは、次の各号に掲げる事項を記録し、

保管しなければならない。 

２ 管理責任者は、画像記録の目的外利用等を行

ったときは、次の各号に掲げる事項を記録し、

保管しなければならない。 

(１) 目的外利用等を行った年月日 (１) 目的外利用等を行った年月日 

(２) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責

任者の氏名（外部への提供の場合に限る。） 

(２) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責

任者の氏名（外部への提供の場合に限る。） 

(３) 目的外利用等の目的及びその理由 (３) 目的外利用等の目的及びその理由 

(４) 目的外利用等を行った画像記録の内容 (４) 目的外利用等を行った画像記録の内容 

３ 管理責任者は、第１項の規定により画像記録

を外部へ提供するときは、必要最小限の範囲に

留めるとともに、提供する相手方に対し、次の

各号に掲げる事項を遵守させなければならな

い。 

３ 管理責任者は、第１項の規定により画像記録

を外部へ提供するときは、必要最小限の範囲に

留めるとともに、提供する相手方に対し、次の

各号に掲げる事項を遵守させなければならな

い。 

(１) 画像記録を適正に管理すること。 (１) 画像記録を適正に管理すること。 

(２) 画像記録の提供を求めた相手方の利用目

的以外の目的に利用しないこと。 

(２) 画像記録の提供を求めた相手方の利用目

的以外の目的に利用しないこと。 

(３) 第三者への無断提供を行わないこと。 (３) 第三者への無断提供を行わないこと。 

(４) 相手方の目的を達成したとき、又は当該

目的が達成されないことが判明したときは、

速やかに画像の消去、記録媒体の返却又は破

砕等必要な処理を行うこと。 

(４) 相手方の目的を達成したとき、又は当該

目的が達成されないことが判明したときは、

速やかに画像の消去、記録媒体の返却又は破

砕等必要な処理を行うこと。 

（記録媒体の管理） （記録媒体の管理） 

第７条 管理者は、記録媒体を適正に保管しなけ

ればならない。 

第７条 管理者は、記録媒体を適正に保管しなけ

ればならない。 



3/3 

新 旧 

２ 管理者が画像を確認する場合は、確認理由及

び確認に至る状況を記録しなければならない。 

２ 管理者が画像を確認する場合は、確認理由及

び確認に至る状況を記録しなければならない。 

（個人情報保護審議会の関与） （個人情報保護審議会の関与） 

第８条 市長は、年１回、監視カメラの運用状況

を条例第７条に規定する多治見市個人情報保護

審議会（以下「審議会」という。）に報告し、

個人情報の適正管理について意見を求めなけれ

ばならない。 

第８条 市長は、年１回、監視カメラの運用状況

を条例第７条に規定する多治見市個人情報保護

審議会（以下「審議会」という。）に報告し、

個人情報の適正管理について意見を求めなけれ

ばならない。 

（その他） （その他） 

第９条 市長は、本要綱を改正（軽微な改正を除

く。）しようとするとき、又は監視カメラの台

数の変更等個人情報の収集量の大幅な増加を行

おうとする場合は、あらかじめ審議会に意見を

求めなければならない。 

第９条 市長は、本要綱を改正（軽微な改正を除

く。）しようとするとき、又は監視カメラの台

数の変更等個人情報の収集量の大幅な増加を行

おうとする場合は、あらかじめ審議会に意見を

求めなければならない。 

（委任） （委任） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事

項は、市長が別に定める。 

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事

項は、市長が別に定める。 

附 則 附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 

 

この告示は、告示の日から施行する。 

別図（第１条関係）  【新設】  

  

摘 

要 

改正理由 

 


